
参考資料4

関係 法令 の参照条 文等

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 抄 (平成 10年 法律 114号 )

第 12条 (医師の届出)

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生省令で定める場合を除き、第 1号に掲げ

る者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生省令で定める事項を、第 2号

に掲げる者については 7日 以内にその者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を最寄

りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新

感染症にかかつていると疑われる者

二 四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定める

ものの患者 (後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原

体保有者を含む。)

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第 1号に掲げる者に係るものにつ

いては直ちに、同項第 2号に掲げる者に係るものについては厚生省令で定める期間内に当

該届出の内容を厚生大臣に報告 しなければならない。

第 14条 (感染症の発生の状況及び動向の把握 )

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症
.の

うち厚生労働省令で定めるもの又は 2類感染症、3類感染症、4類感染症若 しくは 5類感

染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診

療所 (以下この条において「指定届出機関」という。)を指定する。

2 指定届出機関の管理者は1当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める4類感

染症の患者 (厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項に

おいて同じ。)若 しくは前項の 2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは 5類感染症の疑

似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める4

類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出

機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該届出の内容を厚生労働大臣に報告 しなければならない。

第 53条の 2(定期の健康診断)

労働安全衛生法 (昭和 47年法律第 57号 )第 2条第 3号に規定する事業者 (以下この章及

び第 12章において「事業者」という。)、 学校 (専修学校及び各種学校を含み、修業年限が 1

年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの (以下

この章及び第 12章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業にお

いて業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている

者 (小学校就学の始期に達しない者を除く。)であつて政令で定めるものに対して、政令で定



める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければな

らない。

2 保健所長は、事業者 (国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若

しくは施設 (国 、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)

の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示すること

ができる。

3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者 (小学校就学の始期に達しない者を除 く。)

のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であつて政令で定めるものに対して、政令で定

める定期において、保健所長 (特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事 )

の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法 、学校保健安全法 (昭和三十三年法

律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若 しくは規則の規定によって健康診断

が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであ

るときは、当該対象者に対 してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定に

よる定期の健康診断を行つたものとみなす。

5 第一項及び第二項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 抄

(平成 10年政令第 420号 )

第 11条 (施設 )

法第 53条の 2第 1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、

次に掲げるものとする。

一  刑事施設

二  社会福祉法 (昭和 26年法律第 45号)第 2条第 2項第 1号及び第 3号から第 6号まで

に規定する施設

第 12条 (定期の健康診断の対象者、定期及び回数 )

法第 53条の 2第 1項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者と

し、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。       ′

一  学校 (専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除 く。)、 病院、診療所、助産所、介護老

人保健施設又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者  毎年度

二  大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校 (修業年限が 1年未満のものを

除く。)の学生又は生徒  入学 した年度

三  前条第 1号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降に

おいて毎年度

四  前条第 2号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降に

おいて毎年度

2 法第 53条の 2第 3項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者

とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。



―  法第 53条の 2第 1項の健康診断の対象者以外の者 (市町村が定期の健康診断の必要が

ないと認める者及び次号に掲げる者を除く。)六 十五歳に達する日の属する年度以降にお

いて毎年度

二  市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患

者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村

が定める定期

3 法第53条の 2第 1項及び第 3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。

一  第 1項各号及び前項第 1号の定期の健康診断にあ、つては、それぞれの定期において
二回

二  前項第 2号の定期の健康診断にあつては、市町村が定める定期において市町村が定める

回数
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近
年
、
公
衆
衛
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の
向
上
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活
環
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変
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各
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感
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結
核
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
に
比
べ
患
者
数
等
は
減
少
し
て
い
る
が
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近

年
、
減
少
率
の
鈍
化
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地
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的
偏
在
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集
団
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の
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が
み
ら
れ
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療
体
制
の
確
保
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

患
者
発
生
状
況
、
受
療
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な
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に
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実
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あ
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感
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す
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収
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す
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。
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０
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収
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。
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収
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情
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収
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図
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感
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テ
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テ
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情
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図
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道
府
県
及
び

指
定
都
市
に
小
児
科
、
納
科
、
眼
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
、
微
生
物

学
、
疫
学
等
の
専
門
家

（
一
〇
名

‐
程
破

ヽ
）
か
ら
な
る
助
方
結
核
」
感
礫



症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
委
員
会
を
置
き
、
必
要
な
情
報
の
解
析
評
価
等
を

行
う
。

第
五
　
き子
業
の
実
施

１
　
生た
占
〔の
霊建
（疋

０
　
患
者
定
点

結
核
以
外
の
対
象
疾
病
に
つ
い
て
は
、
患
者
発
生
状
況
を
地
域
的
に

把
握
す
る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
は
、
次
の
点
に
留
意
し
、

関
係
医
師
会
等
の
協
力
を
得
て
、
医
療
機
関
の
中
か
ら
患
者
定
点
を
選

定
す
る
。

ア
　
人
口
及
び
医
療
機
関
の
分
布
等
を
勘
案
し
て
、
で
き
る
だ
け
当
該

都
道
府
県

（市
）
全
体
の
疾
病
の
発
生
状
況
を
把
握
で
き
る
よ
ヶ
考

慮
す
る
こ
と
。

イ
　
対
象
疾
病
の
う
ち
第
二
の
②
か
ら
０
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い

て
は
、
小
児
科
及
び
内
科
の
医
療
機
関

（主
と
し
て
小
児
科
）
を
患

者
定
点
と
し
、
定
点
数
は
別
記
１
に
掲
げ
る

「保
健
所
の
人
口
規
模

別
に
よ
る
患
者
定
点
の
算
出
方
法
」
を
参
考
と
し
て
算
定
す
る
こ

レ
⊂
。

ウ
　
第
二
の
０
か
ら
０
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
は
、
眼
科
の
医

療
機
関
を
患
者
定
点
と
し
、
定
点
数
は
前
記
イ
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

定
点
数
の
概
ね

一
〇
％

（そ
の
値
が
三
未
満
で
あ
る
都
道
府
県

（市
）
に
あ
つ
て
は
、
三
か
所
）
と
す
る
こ
と
¨

工
　
第
二
の
０
及
び
の
か
ら
の
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
は
、
対

象
者
が
ほ
と
ん
ど
入
院
患
者
で
あ
る
た
め
病
院

（主
と
し
て
小
児

科
、
内
科
）
を
患
者
定
点
と
し
、
定
点
数
は
前
記
イ
に
よ
り
算
定
さ

れ
た
定
点
数
の
概
ね

一
〇
％

（そ
の
値
が
五
未
満
で
ぁ
る
都
道
府
県

（市
）
に
あ
つ
て
は
、
五
か
所
）
と
す
る
こ
と
。

オ
　
第
二
の
０
か
ら
い
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
は
、
皮
膚
科
及

び
泌
尿
器
科
の
医
療
機
関
を
患
者
定
点
と
し
て
、
定
点
数
は
別
■
１

に
掲
げ
る

「保
健
所
の
人
口
規
模
別
に
よ
る
患
者
定
点
の
算
出
方

法
」
を
参
考
と
し
て
算
出
す
る
こ
と
。

②
　
検
査
定
点

病
原
体
の
分
離
等
検
査
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
医
療
機
関
を
検
査

定
点
と
し
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
こ
れ

を
選
定
す
る
。

ア
　
原
則
と
し
て
、
患
者
定
点
と
し
て
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
０
中
か

ら
選
定
す
る
こ
と
。

イ
　
第
二
の
②
か
ら
０
ま
で
に
弔
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
検
査
定
点
数

．は
、
い
の
イ
汲
び
ゥ
に
は
り
選
定
さ
れ
た
患
者
掟
京
数
の
概
ね
三
〇

％
と
す
る
こ
と
。

ウ
　
①
の
工
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
院
は
、
第
二
の
い
か
ら
②
ま
で
に

掲
げ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
験
査
定
点
と
す
る
こ
と
。

工
　
け
の
オ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
は
、
第
二
の
０
か
ら
い
ま

で
の
疾
病
に
つ
い
て
の
検
査
定
点
と
す
る
こ
と
。

２
　
調
査
単
位
等

一
０

′
患
者
情
報
の
う
ち
、
前
記
１
の
０
０
ィ
及
び
ゥ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た

医
療
機
関
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

一
週
間

（日
曜
日
か
ら
土
曜
日



ま
で
）
を
調
査
単
位
と
し
、・
同
工
及
び
オ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
医
療
機

関
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
月
を
調
査
単
位
と
す
る
。

②
　
舟
原
体
検
査
情
報
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
月
間
を
調
査
単
位
と

す
る
。

③
　
結
核
に
つ
い
て
は
、
０
に
定
め
る
と
こ
ろ
と
は
別
に
情
報
の
収
集
を

図
る
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
新
登
録
患
者
に
関
し
て
は
原
則

と
し
て
月
報
、
登
録
除
外
者
に
関
し
て
は
年
報
、
登
録
者
の
全
体
に
関

し
て
は
年
末
現
在
に
つ
き
年
報
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

実
施
方
法

０
　
患
者
定
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ア
　
患
者
定
点
と
し
て
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
は
、
速
や
か
な
情
報
提

供
を
図
る
趣
旨
か
ら
、
調
査
単
位
の
期
間
の
診
療
時
に
お
け
る
主
と

し
て
臨
床
的
診
断
の
結
果
を
も
つ
て
、
愚
者
発
生
状
況
の
把
握
を
行

う
も
の
と
す
る
。

イ
　
一剛
記
１
の
①
の
イ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
小
児
科
い
内
科
の
医
療
機

関
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
１
に
よ
り
、
同
ウ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
眼

科
の
医
療
機
関
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
２
に
よ
り
、
同
工
に
よ
り
選

定
さ
れ
た
病
院
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
３
に
よ
り
、
同
オ
に
よ
り
選

定
さ
れ
た
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
の
医
療
機
関
に
お
い
て
は
別
紙
様
式

４
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
単
位
の
患
者
発
生
状
況
等
を
記
載
す

Ｚ
つ
。

ウ
　
別
紙
様
式
１
か
ら
４
ま
で
に
よ
る
患
者
情
報
に
つ
い
て
は
、
調
査

単
位
が
週
単
位
の
場
合
は
翌
週
の
火
曜
日
ま
で
、
月
単
位
の
場
合
は

(3)

、
翌
月
の
三
日
ま
で
に
到
着
す
る
よ
う
に
、
郵
送
等
に
よ
り
提
供
を
図

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
提
供
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
患
者
情
報
の
円
滑
な
収
集
の
観
点
か
ら
、
地
域
の
特
性
に
応
じ

た
適
切
な
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

検
査
定
点

ア
　
検
査
定
点
と
し
て
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
は
、
別
に
定
め
る

「病

原
体
梃
査
指
針
」
に
よ
り
、
細
菌
学
的
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査
の

た
め
に
検
体
を
採
取
す
る
。

イ
　
検
査
定
点
で
採
取
さ
れ
た
検
体
は
、
別
紙
様
式
５
の
検
査
依
頼
票

を
添
付
し
て
、
速
や
か
に
地
方
衛
生
研
究
所
へ
搬
送
す
る
。

保
健
所

ア
　
保
健
所
は
、
患
者
定
点
か
ら
得
ら
れ
た
患
者
情
報

（別
紙
様
式
１

～
４
）
の
情
報
項
目
を
、
調
査
単
位
が
週
単
位
の
場
合
は
調
査
対
象

週
の
翌
週
の
水
躍
日
ま
で
、
月
単
位
の
場
合
は
調
査
対
象
月
の
翌
月

・の
四
日
ま
で
に
、
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
ヘ
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ

・
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
伝
送
す
る
。

な
お
、
別
紙
様
式
３
及
び
別
紙
様
式
４
に
よ
る
調
査
票
の
う
ち
原

因
病
原
体
に
関
す
る
記
載
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
を
同

時
に
送
付
す
る
。

ま
た
、
対
象
疾
病
に
つ
い
て
の
集
団
発
生
そ
の
他
特
記
す
べ
き
精

報
に
つ
い
て
も
、
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す

る
。

イ
　
保
健
所
は
、
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
呼
び
出
し



た
患
者
情
報
を
速
や
か
に
週
報

（丹
単
位
の
場
合
は
丹
報
）
と
し

て
、
市
町
村
、
患
者
定
点
そ
の
他
の
関
係
医
療
機
関
、
医
師
会
、
教

育
委
員
会
等
の
関
係
機
関
へ
配
布
す
る
。

ウ
　
保
健
所
は
、
結
核
予
防
法
の
届
出
等
に
基
づ
く
結
核
患
者
等
の
情

報
の
う
ち
別
記
２
に
掲
げ
る
事
項
を
、
新
登
録
患
者
に
つ
い
て
は
所

定
の
情
報
が
得
ら
れ
次
第
コ
ン
ピ
ユ
ト
タ

ｒ
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
、

年
末
現
在
の
登
録
者
及
び
年
間
の
登
録
除
外
者
に
つ
い
て
は
翌
年
の

一
月
二
〇
日
ま
で
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

・
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
フ
ロ
ツ

ピ
ー

・
デ
イ
ス
ク
に
よ
り
、
地
方
結
核

¨
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
ヘ

伝
送
又
は
送
付
す
る
。

な
お
、
結
核
の
患
者
又
は
登
録
者
に
関
す
る
個
人
情
報
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
処
理
に
当
た
つ
て
は
、
患
者
等
の
プ
ラ
イ，バ
シ
ー
の
保
護
に

十
分
な
配
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

工
　
指
定
都
市
以
外
の
保
健
所
設
置
市

（区
）
の
保
健
所
は
、
本
事
業

‐′
　
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
市

（区
）
衛
生
主
管
部
局

／

と
緊
密
な
連
絡
を
図
る
も
の
と
す
る
。

０
　
地
方
衛
生
研
究
所

ア
　
地
方
衛
生
研
究
所
は
、
前
記
②
の
イ
に
よ
り
搬
送
さ
れ
た
検
体
を

検
査
し
、
そ
の
結
果
を
保
健
所
を
経
由
し
て
検
査
定
点
に
通
知
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
を
検
査
情
報
と
し
て
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ

ン
タ
ー
ヘ
報
告
す
る
。

イ
　
検
査
の
う
ち
地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
困
難

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
国
立
感
染
症
研
究
所
へ
検
査
依

う

頼
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
・

．
ウ
　
地
方
衛
生
研
究
所
は
、
別
紙
様
式
６
に
よ
り
、
前
記
ア
の
検
査
情

報
を
月
単
位
に
と

，
ま
と
め
、
翌
月
の
一
五
日
ま
で
に
国
立
感
染
症

研
究
所
に
到
着
す
る
よ
う
に
報
告
す
る
。

た
だ
し
、
ウ
ィ
ル
ス
分
離
結
果
に
つ
い
て
は
、
別
紙
様
式
７
の

マ
ー
ク
シ
ー
ド
に
よ
り
そ
の
都
度
報
告
す
る
。

同
　
国
立
感
染
症
研
究
所

ア
　
国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
か
ら
検
査
依
頼
を
受

け
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
地
方
衛
生
研
究

所
へ
通
知
す
る
。

イ
　
国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
前
記
０
の
ウ
に
よ
り
地
方
衛
生
研
究
所
・

か
ら
報
告
さ
れ
た
検
査
情
報
を
集
計
し
、
報
告
を
受
け
た
月
の
翌
月

の
二
〇
日
ま
で
に
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー

ヘ
報
告
す

・　　　　　ス″
。た

だ
し
、
ウ
イ
ル
ス
分
離
結
果
等
で
特
に
重
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
度
報
告
す
る
。

③
　
地
方
結
核

■
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー

ア
　
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
管
内
の
患
者
定
点
、
保

健
所
か
ら
得
ら
れ
た
患
者
情
報
を
編
集
し
、
調
査
単
位
が
週
単
位
の

場
合
は
調
査
対
象
週
の
翌
週
の
木
曜
日
の
午
前
中
ま
で
、
月
単
位
の

場
合
は
調
査
対
象
月
の
翌
月
の
五
日
ま
で
、
結
核
の
新
登
録
患
者
に

つ
い
て
は
保
健
所
か
ら
の
情
報
の
伝
送
が
あ
り
次
第

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

・
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
、
結
核
の
年
末
現
在
の
登
録
者
及
び
年
間

ヽ



の
登
録
除
外
者
に
つ
い
て
は
翌
年
の

一
月
末
旧
ま
で
に
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
・オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
フ
ロ
ッ
ピ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
、
中
峡
結

核

■
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
ヘ
伝
送
又
は
送
付
す
る
一

．　
　
ま
た
、
対
象
疾
病
に
つ
い
て
の
集
団
発
生
、
そ
の
他
特
記
す
べ
き

情
報
に
つ
い
て
も
、
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
ヘ
報
告
す

Ｚ
の
。な

お
、
別
紙
様
式
３
及
び
別
紙
様
式
４
に
よ
る
調
査
票
の
う
ち
原

因
病
原
体
の
記
載
の
ぁ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
を
同
讐
に
送

付
す
る
。

イ
　
地
方
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
管
内
の
患
者
定
点
、
保

健
所
か
ら
得
ら
れ
た
患
者
情
報
の
集
計
ど
あ
わ
せ
て
、
地
方
衛
生
研

究
所
か
ら
通
報
さ
れ
た
検
査
情
報
及
び
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ

ン
タ
ー
か
ら
呼
び
出
し
た
全
国
情
報
の
解
析
評
価
を
行
い
、
速
や
か

に
保
健
所
、
医
師
会
、
市
町
村
等
の
潤
係
機
関
へ
還
元
す
る
。

０
　
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

ア
　
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
地
方
結
核

・
感
染
症
情

報
セ
ン
タ
ー
か
ら
伝
送
さ
れ
た
患
者
情
報
を
速
や
か
に
集
計
し
、
解

析
評
価
を
加
え
た
全
国
情
報
を
、
調
査
単
位
等
の
区
分
に
応
じ
週

報
、
月
報
、
又
は
年
報
と
し
て
作
成
す
る
。

一　
イ
　
中
央
結
核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
＝
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
か

ら
報
告
さ
れ
た
検
査
情
報
の
解
析
評
価
を
行
い
、
速
や
か
に
地
方
結

核

・
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
ヘ
送
付
す
る
。

第
六
　
費
用

国
は
、
本
事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
政
令

市
、
特
別
区
が
支
弁
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
予
算
の
一
囲
内
に
お
い
て
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
　
実
施
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

こ
の
実
施
要
綱
は
、
昭
和
六
二
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別
記
１

保
健
所
の
人
口
規
模
別
に
ま
る
患
者
定
点
の
算
出
方
法

別
記
２

，

結
核
の
患
者
情
報
の
項
目

新
登
録
患
者

患
者
の
生
年
月
、
性
別
及
び
市
町
村

登
録
ま
で
の
状
況

病
状
及
び
治
療
状
況

登
録
者
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

登
録
者
の
生
年
月
、
性
別
及
び
市
町
村

登
録
当
時
の
状
況

現
在
の
病
状
及
び
治
療
状
況

病
状
等
の
経
過

登
録
除
外
者

登
録
除
外
者
の
生
年
月
、
性
別
及
び
市
町
村

登
録
時
以
降
の
経
過
の
概
要
　
　
　
　
　
¨

除
外
年
月
日
及
び
除
外
理
由

(4) (3) (2) (1)     (3) (2) (1)(3) (2) (1)

Ｓ
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上
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型
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管
人
口
二
五
万
以

上

） 保

健

所

の

区
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